
地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

秋田県
秋田県住宅リフォー
ム緊急支援事業

秋田県
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・県内に本店を有す
る建設業者等

③その他の
要件

県内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の１０％に
相当する額（上限２０万円）

備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称
実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
秋田県住宅用太陽光
発電システム普及補
助金

秋田県
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

県内に事業所（本
店、支店、営業所等）
を有する事業者

③その他の
要件

県内に住所を有する
個人又は県内に主た
る事務所を有する法
人

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

太陽光発電システム公称
最大出力（ｋＷ）×３万円

秋田県
家庭用高効率給湯器
等普及支援事業

秋田県
③エコリフォーム
促進

⑤ポイント発行
②都道府県（市区
町村）内の事業者

県内に事業所（本
店、支店、営業所等）
を有する事業者

③その他の
要件

県内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者住宅
含む

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅

④要件なし

新築を除いた既存の
住宅、増改築、もしく
はリフォームを行う住
宅が対象

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

定額
（例）
・エコキュート　３８千ポイン
ト
・エコジョーズ　１８千ポイン
ト

秋田県
秋田市住宅リフォー
ム支援事業

秋田市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内に本店を有す
る建設業者等

③その他の
要件

市税等の滞納のない
市内在住者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定 一律３万円

秋田県
秋田市木造住宅耐震
診断補助事業

秋田市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内在住者で自ら居
住する市内の住宅の
耐震診断を実施する
者

昭和56年5月31日以前
に建築された木造戸建
て住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要する費用の
2/3に相当する額（上限３万
円）

昭和56年5月31日以前

秋田県
秋田市木造住宅耐震
改修補助事業

秋田市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内在住者で自ら居
住する市内の住宅の
耐震改修を実施する
者

・昭和56年5月31日以前
に建築された木造戸建
て住宅
・木造住宅の地震に対
する安全性を診断した
結果、上部構造評点が
０．７未満で秋田市長か
ら勧告を受けたもの

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事費に23.0％を
乗じて得た以内の額。ただ
し、その額が300千円を超
えるときは300千円を限度。

秋田県
秋田市住宅用太陽光
発電システム設置費
補助金

秋田市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内在住者で自ら居
住する市内の住宅に
太陽光発電システム
を設置、または自ら居
住する太陽光発電シ
ステム付き住宅を購
入する方

自ら居住する市内の住
宅

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

定額

秋田県
能代市住宅リフォー
ム緊急支援事業

能代市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内に本店を有す
る建設業者等

③その他の
要件

補助申請者及び同一
世帯の親族が市税を
滞納していない市内
在住者で持ち家住宅
（親または子の住宅を
含む）を増改築・リ
フォームする者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）
・新築後１年以上経過住
宅

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の１０％に
相当する額（上限２０万円）

・内装材は 坪単価2万5千

秋田県
秋田スギの温もり補
助事業

能代市 ⑥その他
木材製品の地産地消、地
域内外へのＰＲ

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
指定事業所から材料
を購入し施工する大
工及び工務店

③その他の
要件

・市内在住者で自ら居
住する住宅を新築・増
改築・リフォームする
者

・補助対象材ＰＲで写
真等の掲載を承諾で
きる方

貸家、借家、アパート等
の賃貸に供する建物を
除く

③その他
能代市リフォーム緊急支
援事業との併用可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

・内装材は、坪単価2万5千
円以内のもの
・外壁は、住宅外周長2/3
以上、外壁面積の1/3以上
の施工、木塀は公共道路
面への敷設
・リフォーム工事の申請は、
材料費が補助上限以上の
施工工事とする

秋田県
能代市木造住宅耐震
診断補助事業

能代市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
耐震診断士のの所属
する建築士事務所

③その他の
要件

・耐震診断士と契約す
る者
・市内在住の住宅所
有者
・市税等の滞納のない
方

・Ｓ56年以前に市内に建
築された居住している木
造戸建住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要する費用の
2/3に相当する額（上限３万
円）

1/11



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
能代市木造住宅耐震
改修補助事業

能代市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

・市内在住の住宅所
有者
・市税等の滞納のない
方

・耐震診断を受け、特定
行政長から勧告を受け
たもので、上部構造評点
1.0未満を1.0以上に補強
する場合

年以前に市内に建

①ほかの補助事
業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助金交付額は、耐震改
修工事費又は対象住宅の
延べ面積に32,600円／㎡を
乗じて得た金額のいずれか
小さい方の金額に23.0％を
乗じて得た額以内の額で、
1 000円未満の端数を切り

方 ・Ｓ56年以前に市内に建
築された居住している木
造戸建住宅

可 1,000円未満の端数を切り
捨てた額とする。ただし、そ
の額が300,000円を超える
ときは300,000円を限度とす
る

秋田県
能代市浸水対策住宅
改善支援補助金

能代市 ④災害予防
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内に本店を有す
る建設業者等

③その他の
要件

・市内在住者で自ら居
住する住宅を新築・増
改築・リフォームする
者

・補助対象材ＰＲで写
真等の掲載を承諾で
きる方

平成１９年9月または平
成21年７月に豪雨災害
により、床下浸水以上の
被害を受けた市内の居
住している住宅

③その他

能代市リフォーム緊急支
援事業との併用可（ただ
し、リフォーム補助金を
控除した額）

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

次の合計額で、千円未満を
切り捨てた額（上限４０万
円）
・揚家 工事費の2/10
・ブロック塀設置工事 工事
費の3/10

秋田県
横手市住宅リフォー
ム促進事業補助金

横手市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

施工業者は、原則と
して次に掲げる事業
者が施工する工事で
あること。
（ア）市内に事業所を
有する法人であって、
横手市の法人市民税

③その他の
要件

補助対象者は、次の
要件の全てを満たす
人
①横手市に住民登録
または外国人登録を
しており かつ 居住

市内に有する自己の居
住用に要する住宅（併用
住宅を含み、賃貸借住
宅を除き、マンション等
の集合住宅は、対象者
の専有部分のみとす
る。）で次に掲げるもの
を修繕し、補修し、又は
増築する工事に係る経
費の一部補助
（1）自己が所有し か

①ほかの補助事
業との併用は不

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事に要する経
費の５パーセントに相当す
る額（千円未満切捨、上限
２０万円）ム促進事業補助金 進 派遣を含む） 町村）内の事業者 横手市の法人市民税

が課されているもの。
（イ）市内に事業所を
有する個人であって、
横手市に住民登録を
しているもの。

要件 しており、かつ、居住
している人。
②本人及び同一世帯
員が、市税を滞納して
いない事。

（1）自己が所有し、か
つ、居住している住宅
（2）親又は子が所有し、
自己が居住している住
宅
（3）親又は子が所有し、
かつ、居住している住宅
（4）自己が所有する住
宅で、親又は子が居住
する住宅

可
用に応じて決定 ２０万円）

秋田県
横手市木造住宅耐震
診断等補助事業

横手市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内在住者で自ら居
住する市内の住宅の
耐震診断を実施する
者

昭和56年５月31日以前
に着工され、居住の用
に供している木造戸建
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要する費用の
2/3に相当する額（上限３万
円）

秋田県
横手市木造住宅耐震
改修等補助事業

横手市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
耐震診断士の所属す
る建設業者等

③その他の
要件

補助対象住宅を所有
する個人であり、所有
者及び同一世帯に属
する者が、本市の市
税を滞納していない者

昭和56年５月31日以前
に着工され、居住の用
に供している木造戸建
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事費の23.0％を
乗じて得た額（上限３０万
円）

秋田県
大館市住宅リフォー
ム緊急支援事業

大館市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内に本店を有す
る建設業者等（下請
けも市内であること）

③その他の
要件

市税を滞納していない
市内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

①ほかの補助事
業との併用は不
可

市で行っている他の補
助事業との併用は不可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の５％に
相当する額（上限１０万円）

秋田県
大館市木造住宅耐震
改修補助制度

大館市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内に本店を有す
る建設業者等

③その他の
要件

市内在住者で対象住
宅を所有する者

昭和56年5月31日以前に建築
された木造在来一戸建て住宅

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定

診断に要した費用と対象住宅の
延べ床面積に、1000円/㎡を乗じ
た額の少ない額に2/3を乗じて得
た額。ただし、30,000円を限度とす
る。

秋田県
大館市秋田杉集成材
等需要拡大事業

大館市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内在住者で対象住
宅を所有する者

・一戸建ての専用住宅
④要件なし

⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定

　秋田杉集成材を3.0ｍ3以上使用し
たときは10万円、1.5ｍ3以上3.0ｍ3未
満使用したときは7万円及び秋田杉乾
燥材を3.0ｍ3以上使用したときは7万
円、1.5ｍ3以上3.0ｍ3未満使用したと
きは5万円

秋田県
心身障害者居室整備
資金貸付制度

大館市 ⑥その他 心身障害者支援 ④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

心身障害者手帳1～4級ま
たは、療育手帳Aをお持ち
の方、又は同居する親族

特になし ④要件なし ⑥その他 融資限度額が150万円

連帯保証人：市内居住するかた2人
据置期間：2年以内
償還期間：据置期間経過後8年以内
償還方法：元利均等半年賊償還
貸付利率：3％以内

2/11



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
ひとり親家庭等住宅
整備資金制度

大館市 ⑥その他 ひとり親家庭支援 ④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

配偶者のない男子
配偶者のない女子

特になし ④要件なし ⑥その他 融資限度額が150万円

連帯保証人：市内居住するかた1人
据置期間：1年以内
償還期間：据置期間経過後9年以内
償還方法：元利均等半年賊償還
貸付利率：変動制、現在は1％

連帯保証人 市内居住するかた2人

秋田県
高齢者住宅整備資金
貸付制度

大館市 ⑥その他 高齢者支援 ④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

60歳以上の高齢者と
同居する親族

特になし ④要件なし ⑥その他 融資限度額が150万円

連帯保証人：市内居住するかた2人
据置期間：2年以内
償還期間：据置期間経過後8年以内
償還方法：元利均等半年賊償還
貸付利率：償還期間などにより異なる

秋田県 浄化槽設置整備事業 大館市 ⑥その他
浄化槽を設置する方への
補助

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内に本店を有す
る建設業者等

③その他の
要件

公共下水道認可区域及び農
業集落排水事業採択区域を除
いた市内全域の方

・一般住宅又は併用住宅
・排水の放流先が確保できる
こと

④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

 5人槽　　35.2万円
 7人槽　　44.1万円
10人槽　　58.8万円

秋田県
水洗便所改造資金融
資
あっせん制度

大館市 ⑥その他

下水道に接続する方への
資金融資を市が金融機関
にあっせんし、利子を市が
負担するもの

③利子補給 ⑤要件なし
③その他の
要件

個人であり、処理開始の告示
の日から3年以内に工事を行う
方

・一般住宅又は併用住宅
④要件なし ⑥その他 融資限度額が150万円

連帯保証人：市内居住するかた2人
償還期間：60カ月以内
償還方法：毎月元金均等償還

秋田県
男鹿市住宅リフォー
ム助成事業補助金

男鹿市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内業者施工
③その他の
要件

市内在住者で持ち家
住宅（自己又は配偶
者の直系の親族含
む）を増改築・リフォー
ムするもの

・一戸建ての住宅 ③その他

他の助成制度を利用す
る場合で、当該助成制
度で重複計上が認めら
れない工事の全部又は
一部

・補助金の利用は一
住宅に一回限り。だ
だし、先に補助金を
受けたリフォーム工
事箇所又は工事内
容と異なる工事で工
事年度が異なる場合
はこの限りでない。

②工事費用に応じて決定

補助対象工事費の20％に
相当する額（上限20万円）
福祉対策・環境対策として
障害者手帳の交付介護認
定下水道新規接続上下水
道加入市ガス加入のいず
れかに該当する場合工事
費の30%に相当する額（限
度額30万円)

は の限りでな 。
度額30万円)

秋田県
男鹿市子育て住宅リ
フォーム助成事業補
助金

男鹿市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内業者施工
③その他の
要件

世帯に18歳未満がい
る市内在住者で持ち
家住宅（自己又は配
偶者の直系の親族含
む）を増改築・リフォー
ムするもの

・一戸建ての住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の1/3に相
当する額（上限５０万円）

秋田県
男鹿市太陽光発電シ
ステム導入費補助金

男鹿市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内業者施工
③その他の
要件

市内に設置され補助
対象者が使用するも
の

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国補助の交付決定を受
けていること

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

システム出力１キロワット当
り４万円（上限１６万円）

秋田県
男鹿市合併処理浄化
槽設置整備事業補助
金

男鹿市 ⑥その他 トイレ水洗化
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内在住者 ・一戸建ての住宅
①ほかの補助事
業との併用は不
可

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

補助対象工事費４０％（上
限３５．２万円～６１．５万
円）

①高齢者 身
市内に居住し、60歳以
上の親族である高齢

秋田県
男鹿市高齢者住宅整
備資金貸付

男鹿市
②バリアフリー改
修

④融資(有利子） ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

上の親族である高齢
者と同居する者で高
齢者の居室等を増改
築又は改造する

・一戸建ての住宅 ④要件なし
・融資の利用は一住
宅に一回限り

②工事費用に応じて決定 上限１００万円

秋田県
男鹿市障害者住宅整
備資金貸付

男鹿市
②バリアフリー改
修

④融資(有利子） ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

市内に居住し、障害者
又は障害者と同居す
る親族で、障害者向け
に居室等を増改築又
は改造する

・一戸建ての住宅 ④要件なし
・融資の利用は一住
宅に一回限り

②工事費用に応じて決定 上限１５０万円

秋田県
男鹿市木造住宅耐震
診断補助事業

男鹿市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
耐震診断士の所属す
る建築士事務所等

③その他の
要件

市内に存し、昭和５６
年５月３１日以前に建
築された木造戸建て
住宅で、過去に補助
金を受けて診断を受
けていないもの

木造住宅 ④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定

耐震診断に要した費用の
額に3分の2を乗じて得た金
額と対象住宅1戸当り３万
円の額と比較していずれか
少ない方の額
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地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
男鹿市水洗便所改造
資金融資あっせん

男鹿市 ⑥その他 トイレ水洗化 ③利子補給 ④その他の要件 排水設備指定工事店
③その他の
要件

下水の処理開始すべ
き日から３年以内に汲
み取り便所を水洗便
所に改造するもの

汲み取り便所
①ほかの補助事
業との併用は不
可

・融資あっせんは一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定 トイレのみ 固定金利型

秋田県

湯沢市住宅リフォー
ム資金助成事業
(８月１日予算上の都
合により終了）

湯沢市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本店もしくは
事業所を置き市に登
録のある建設業者等

③その他の
要件

市税を滞納していない
市内在住者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

20万円以上の改修工事に
つき5万円

秋田県
雪害住宅改修助成事
業　　（８月１日予算
上の都合により終了）

湯沢市 ⑥その他
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本店もしくは
事業所を置き市に登
録のある建設業者等

③その他の
要件

雪害を受けた罹災証
明が発行される市税
を滞納していない市内
居住者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

20万円以上の改修工事に
つき7万円

秋田県
子育てリフォーム助
成事業

湯沢市 ⑥その他
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本店もしくは
事業所を置き市に登
録のある建設業者等

③その他の
要件

市税を滞納していない
市内在住者かつ子育
て世帯等

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

20万円以上の改修工事に
つき8万円

秋田県
湯沢市浄化槽設置整
備事業補助金

湯沢市 ⑥その他 トイレ水洗化
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

県内に事業所を置
き、市の指定する工

③その他の
要件

下水道区域以外等
・一戸建ての住宅

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

定額（浄化槽人槽による）秋 県
備事業補助金

湯沢市 ⑥そ 他 水洗
派遣を含む） 町村）内の事業者

、市 指定す
事店

要件
水道 域以 等 ④要件

応じて補助額を設定
定額（浄 槽 槽 ）

秋田県
湯沢市水洗化等整備
資金融資あっせん

湯沢市 ⑥その他 トイレ水洗化 ③利子補給
②都道府県（市区
町村）内の事業者

県内に事業所を置
き、市の指定する工
事店

③その他の
要件

下水道供用区域に
なってから3年以内等

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

6年以内

秋田県
湯沢市高齢者住宅整
備資金貸付

湯沢市 ⑥その他 高齢者の居住環境改善 ④融資(有利子） ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

65歳以上の親族と同
居する60歳未満のも
の等

・一戸建ての住宅
④要件なし ②工事費用に応じて決定 １０年以内

秋田県
湯沢市障害者住宅整
備資金貸付

湯沢市 ⑥その他 障害者の居住改善 ④融資(有利子） ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

身体障害者（1～4級）
と同居する親族等

・一戸建ての住宅
④要件なし ②工事費用に応じて決定 １０年以内

秋田県
湯沢市母子家庭及び
寡婦家庭住宅整備資
金貸付

湯沢市 ⑥その他
母子家庭及び寡婦家庭の
福祉の増進

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

母子家庭及び寡婦家
庭

・一戸建ての住宅
④要件なし ②工事費用に応じて決定 １０年以内

金貸付

秋田県
鹿角市民間住宅リ
フォーム支援事業費
補助金

鹿角市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本店もしくは
事業所を置き市に登
録のある建設業者等

③その他の
要件

市税を滞納していない
市内在住者

・一戸建ての住宅（併用
住宅を含む）

④要件なし

住宅用太陽光発電シス
テム導入費補助金、合
併処理浄化槽設置整備
事業、介護保険制度と
の併用は不可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の２０％に
相当する額

秋田県
鹿角杉の香るぬくもり
の家補助金

鹿角市 ⑥その他
鹿角市産秋田スギの利用
を促進し、林業・木材産業
の活性化

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本店もしくは
事業所を置き市に登
録のある建設業者等

③その他の
要件

市税を滞納していない
市内在住者

・一戸建ての住宅（併用
住宅を含む）

③その他
国・県の類似する補助
事業等との併用は不可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定

構造材等（柱、梁、桁、筋か
い等）として、鹿角市産秋田
スギを５０％以上及び、５立
方メートル以上使用する場
合に、１立方メートルあたり
１万５千円の補助。内装材
（床、壁、天井等）として使
用する場合には木材費の２
分の１に相当する額
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地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
住宅用太陽光発電シ
ステム導入費補助金

鹿角市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市税を滞納していない
市内在住者

・一戸建ての住宅（併用
住宅を含む）

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国または県との併用
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

システムの最大出力１キロ
ワットあたり４万円

秋田県
木造住宅耐震診断事
業費補助金

鹿角市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

秋田県が作成する
「木造住宅耐震診断・
改修技術者名簿」に
登録された耐震診断
士

③その他の
要件

市内に存する木造戸
建住宅の所有者

・木造戸建住宅（併用住
宅を含む）

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

⑥その他 耐震診断に係る費用
耐震診断に係る費用の2/3
（上限３万円）

秋田県
木造住宅耐震改修事
業費補助金

鹿角市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内に存する木造戸
建住宅の所有者

・木造戸建住宅（併用住
宅を含む）

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事に係る費用
耐震改修工事に係る費用
の２３％から2/3（上限３０万
円）

秋田県
水洗化工事資金融資
あっせん制度

鹿角市 ⑥その他 トイレの水洗化促進 ③利子補給 ④その他の要件 指定業者
③その他の
要件

住宅の所有者
・下水道認可区域内の
住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

下水道接続に係る費用

返済期間：50ヶ月以内
利子：市負担
返済方法：元金均等毎月払
い

秋田県
合併処理浄化槽設置

鹿角市 ⑥その他 トイレの水洗化促進
①補助（診断士

④その他の要件
浄化槽設備士がいる ③その他の

住宅の所有者
・下水道認可区域外の

④要件なし
①特定の工事の工事費 浄化槽設備の設置に係る

定額秋田県
合併処理浄化槽設置
整備事業

鹿角市 ⑥その他 トイレの水洗化促進
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
浄化槽設備士がいる
施工業者

③その他の
要件

住宅の所有者
下水道認可区域外の

住宅
④要件なし

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

浄化槽設備の設置に係る
費用

定額

秋田県 障害者住宅整備資金 鹿角市 ⑥その他
身体障害者支援（住宅の増
改築）

②融資（無利子） ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 住宅の増改築に係る費用

貸付利率：政府資金利率に
より変動
返済期間：１年据置きで９
年償還

秋田県
母子家庭及び寡婦家
庭住宅整備資金

鹿角市 ⑥その他
母子・寡婦家庭支援（住宅
の増改築）

融資（有利子、又
は無利子）

⑤要件なし
③その他の
要件

母子家庭及び寡婦家
庭

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 住宅の増改築に係る費用

貸付利率：年３％以内にお
いて秋田県の定める規則
で定める利率（条件により
無利子の場合もあり）
返済期間：１年据置きで９
年償還

秋田県
かづのｄｅ”ふるさとラ
イフ“奨励金

鹿角市 ⑥その他
交流居住者支援（住宅の修
繕）

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

市内に転入して３月に
満たない移住の形態
又は住所地を置く居
住地と市を交互に往
来しながら滞在する方

・市が認定した空家 ④要件なし ②工事費用に応じて決定 修繕・改修に係る費用 定額

秋田県

由利本荘市日常生活
用具給付等事業
（居宅生活動作補助
用具）

由利本荘市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

下肢、体幹機能障害
又は乳幼児以前の非
進行性の脳病変によ
る運動機能障害（移動
機能障害に限る）を有
するものであって障害
等級３級以上のもの

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定
上限２０万円
（内、原則本人が１割負担）

秋田県
住宅リフォーム資金
助成事業

由利本荘市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に事業所を有す
る法人又は個人事業
主

③その他の
要件

市内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者、ま
た、市税及び保育料
の未納がないこと

市内に存する自己居住
の住宅で、過去にこの
制度による助成をうけて
いない住宅

③その他
市の他の補助金との併
用は不可。県の補助金
との併用は可。

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
ただし、補助対象外工事あ
り

補助対象工事費の１０％に
相当する額（上限１０万円）
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地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
太陽光発電システム
設置費補助事業

由利本荘市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内居住者で市税等
に滞納がない者

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

県の太陽光発電システ
ム設置費補助事業の交
付決定通知を受けてい
る者

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

1kwあたり20千円で上限
4kw80千円まで

秋田県
生ごみ処理機購入費
補助金

由利本荘市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内居住者で現に居
住している個人

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

生ごみ処理機購入費の1/2
で上限50千円まで

秋田県
由利本荘市浄化槽整
備事業

由利本荘市 ⑥その他 トイレの水洗化促進
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
浄化槽設備士がいる
施工業者

③その他の
要件

住宅の所有者
・下水道認可区域外の
住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

浄化槽設備の設置に係る
費用

定額

秋田県
由利本荘市木造住宅
耐震診断補助事業

由利本荘市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし

秋田県の木造住宅耐
震診断・改修技術者
名簿に診断技術者と
して登録された者

③その他の
要件

市内在住者で自ら居
住する市内の住宅の
耐震診断を実施する
者

昭和56年5月31日以前
に建築された木造戸建
て住宅

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要する費用の
2/3に相当する額（上限３万
円）

秋田県
由利本荘市木造住宅
耐震改修補助事業

由利本荘市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内在住者で自ら居
住する市内の住宅の
耐震改修を実施する
者

・昭和56年5月31日以前
に建築された木造戸建
て住宅
・木造住宅の地震に対
する安全性を診断した
結果、上部構造評点が
０ ７未満で特定行政庁

④要件なし
・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修工事費に23.0％を
乗じて得た以内の額。ただ
し、その額が300千円を超
えるときは300千円を限度。

０．７未満で特定行政庁
から勧告を受けたもの

秋田県
潟上市住宅リフォー
ム補助事業

潟上市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内に本店を有す
る建設業者等

③その他の
要件

市内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者

・一戸建ての住宅
・併用住宅（住宅部分の
み）

③その他
秋田県住宅リフォーム緊
急支援事業

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定

補助対象工事費の１０％に
相当する額（上限２０万円）
※H22年度利用者は今年
度と併せて上限20万円

秋田県
潟上市木造住宅耐震
診断補助事業

潟上市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

秋田県が作成する
「木造住宅耐震診断・
改修技術者名簿」に
登録された耐震診断
士

③その他の
要件

市内に存する木造戸
建住宅の所有者

昭和56年５月31日以前
に着工され、居住の用
に供している木造戸建
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
耐震診断に要する費用の
2/3に相当する額（上限３万
円、千円未満切捨て））

秋田県
潟上市木造住宅耐震
改修補助事業

潟上市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

市内に存する木造戸
建住宅の所有者

耐震診断の結果、上部構
造点が1.0未満と診断され
た住宅で、、上部構造点が
1.0以上となるように補強す
ること。

①ほかの補助事
業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定

耐震改修工事に要する費
用の23％に相当する額（上
限３０万円、千円未満切捨
て）

市内在住者で持ち家 秋田県のリフォーム助成

秋田県
大仙市住宅リフォー
ム支援事業補助金

大仙市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

市内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）をリフォー
ムする者

自ら居住する既存住宅 ③その他

秋田県のリフォ 助成
制度との併用可　大仙
市の他の補助事業との
併用不可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事費の１０％に
相当する額（上限３０万円）

秋田県
大仙市木造住宅耐震
改修等補助金

大仙市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

補助対象住宅を所有
する個人であり、所有
者及び同一世帯に属
する者が、本市の市
税を滞納していない者

昭和56年５月31日以前
に着工され、居住の用
に供している木造戸建
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要する費用の
2/3に相当する額（上限３万
円）

秋田県
大仙市木造住宅耐震
改修等補助金

大仙市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

補助対象住宅を所有
する個人であり、所有
者及び同一世帯に属
する者が、本市の市
税を滞納していない者

昭和56年５月31日以前
に着工され、居住の用
に供している木造戸建
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象工事にかかる費
用

補助対象工事費の23.0％を
乗じて得た額
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地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
北秋田市住宅リ
フォーム緊急支援事
業

北秋田市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

県内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

④要件なし
・補助金の利用は同
一年度内に一回限り

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の１０％に
相当する額（上限２０万円）

秋田県
木造住宅耐震診断事
業

北秋田市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

住宅を所有する個人
昭和56年5月31日以前
に建築された木造戸建
住宅

④要件なし ②工事費用に応じて決定
費用の２／３に相当する額
（上限３万円）

秋田県
水洗便所等改造資金
融資あっせん事業

北秋田市 ⑥その他
環境衛生の向上のため水
洗便所に改造するもの

③利子補給 ④その他の要件
市排水設備指定店で
あること

③その他の
要件

処理区域内の住宅の
所有者又は占有者

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費
用に応じて決定

上限100万円（供用開始日
から3年経過は50万円）

秋田県
高齢者住宅整備資金
貸付事業

北秋田市
②バリアフリー改
修

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

60才以上の親族であ
る高齢者と同居する
者

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 上限150万円

秋田県
障害者住宅整備資金
貸付事業

北秋田市
②バリアフリー改
修

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

障がい者又は同居す
る親族

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 上限150万円

秋田県
ひとり親家庭等住宅
整備資金貸付事業

北秋田市 ⑥その他
母子家庭及び父子家庭並
びに寡婦の福祉の増進

④融資(有利子）

所得税が非課税と
なる所得を有する
者のみで構成され
て世帯は無利子

⑤要件なし
③その他の
要件

寡夫・寡婦家庭である
こと

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 上限150万円

秋田県 浄化槽設置整備事業 北秋田市 ⑥その他
公共用水域の水質汚濁防
止のため

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし ⑥その他 人槽別で定額

上限
5人槽　469,000円
7人槽　588,000円
10人槽 784,000円

秋田県
仙北市住宅リフォー
ム促進事業

仙北市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・リフォーム工事
市内に事業所を有す
る建設業者等

・下水道接続工事
市内に事業所を有す
る仙北市排水設備工

③その他の
要件

・市内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者

・過去にこの制度によ
る助成を受けていない

・市内に存する専用住宅
及び併用住宅。（専ら居
住の用に供する部分の
み）
ただし賃貸住宅を除く。

・過去にこの制度による
助成を受けていない住

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

秋田県住宅リフォーム緊
急支援事業への同時申
請を要件とする。

補助金の利用は一
住宅に一回限り。
但し、限度額に満た
ない場合は、限度額
範囲内で次年度申請
可能。

②工事費用に応じて決定

・リフォーム工事
補助対象工事費の１５％に
相当する額。（千円未満切
り捨て）

・下水道接続工事を伴う場
合

事指定店 者
助成を受けていない住
宅

上記に加え１０万円。

秋田県
にかほ市住宅リ
フォーム支援事業

にかほ市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内に事業所を有
する建設業者等

③その他の
要件

市内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

秋田県住宅リフォーム緊
急支援事業の利用を要
件としている。

・補助金の利用は同
一年度内に一回限り
・市税等滞納がない
こと

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の５％に
相当する額（上限１０万円）

秋田県
にかほ市水洗便所等
改造資金助成事業

にかほ市 ⑥その他
住民の環境衛生の向上を
図るため

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
にかほ市排水設備指
定工事店

③その他の
要件

公共下水道接続義務
期間内の者

市内で設置された住宅 ④要件なし
市税及び下水道事
業受益者負担金を滞
納していない者

②工事費用に応じて決定 補助対象工事費の1/3以内
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地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
にかほ市住宅用太陽
光発電システム導入
事業

にかほ市
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

市内に設置され、補助
金の交付を申請しよう
とする者が自ら使用す
るものであること。

市内で設置された住宅
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

秋田県・国の補助事業
の併用

市税の滞納がない者
であること

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

補助対象システムの最大
出力に1キロワット当たり4
万円を乗じて得た額

秋田県
にかほ市高齢者住宅
バリアフリー改修事
業

にかほ市
②バリアフリー改
修

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・市内に事業所を有
する建設業者等

③その他の
要件

介護保険法で規定す
る６５歳以上の第１号
被保険者。ただし、介
護保険法で規定する
要介護・要支援認定を
受けた被保険者を除
く。

居住している既存住宅 ③その他

補助金の交付を受けよ
うとする改修等に対し、
公的扶助を受けていな
いこと

・同一世帯で市税等
を滞納していないこ
と。
・同一世帯で当該補
助金の交付を過去に
受けていないこと。
・賃貸又は売却を目
的として住宅を改修
等していないこと。

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

・上限を１０万円し補助対象
工事費の２分の１、１０分の
８（市町村民税非課税世
帯）

秋田県
木造住宅耐震診断事
業

にかほ市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

秋田県の木造住宅耐
震診断・改修技術者
名簿に診断技術者と
して登録された者

④要件なし
昭和56年5月31日以前
の耐震基準により建築
された木造戸建住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震診断に要した費用の
額の３分の２

耐震診断に要した費用の
額の３分の２

秋田県
木造住宅耐震改修事
業

にかほ市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
・市内に事業所を有
する業者

④要件なし
昭和56年5月31日以前
の耐震基準により建築
された木造戸建住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

補助金の利用は一
住宅に一回限り

①特定の工事の工事費
用に応じて決定

耐震改修に要する経費の３
分の１

耐震改修に要する経費の３
分の１

秋田県
危険ブロック塀等撤
去支援事業

にかほ市 ④災害予防
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

・道路面からの高さが1
メートルを超えるもの
・ブロック塀等実地調査
で危険と判定されたもの

①ほかの補助事
業との併用は不
可

⑥その他

①撤去に要する工事費の2
分の1
②当該ブロック塀の面積×
4千円/1㎡
①②のいずれか少ないほう

①撤去に要する工事費の2
分の1
②当該ブロック塀の面積×
4千円/1㎡
①②のいずれか少ないほう

秋田県
小坂町住宅リフォー
ム緊急支援事業

小坂町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内に本店を有する
事業者､住所を有す
る個人事業主

③その他の
要件

町内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・ﾘ
ﾌｫｰﾑする者

・一戸建ての住宅
・自己所有の共同住宅

③その他
町で実施している他の
補助事業との併用は不
可

・補助金の利用は一
住宅に年度内一回
限り

②工事費用に応じて決定

補助対象工事費の１５％に
相当する額（上限１５万円）
県の補助を受ける場合は
その額を差し引いた額

秋田県
上小阿仁村住宅リ
フォーム緊急支援事
業

上小阿仁村
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・村内に本店を有す
る建設業者等

③その他の
要件

・村内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者
・村税完納者

・一戸建ての住宅
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

・県の補助事業（秋田県
住宅リフォーム緊急支援
事業）

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の１０％に
相当する額（上限２０万円）

秋田県
住宅リフォーム支援
事業

三種町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・町内に本店を有す
る建設業者等

④要件なし

町内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

50万円を超える工事に
ついては県のリフォーム
事業利用とし、町は5％

②工事費用に応じて決定
20万以上50万までは町
15％補助、50万超分は県
10％・町5％補助

リフォームする者
としている

の補助
10％・町5％補助

秋田県
高齢者住宅等整備資
金融資

三種町
②バリアフリー改
修

④融資(有利子） ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定
工事費のうち上限150万円
まで融資

秋田県
障害者世帯改修等資
金融資

三種町
②バリアフリー改
修

④融資(有利子） ⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定
工事費のうち上限150万円
まで融資

秋田県
母子世帯等住宅改修
等資金融資

三種町 ⑥その他 母子寡婦世帯等の支援 ④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

ひとり親世帯等 特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定
工事費のうち上限150万円
まで融資
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地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

町内在住者で持ち家
戸建ての住宅

下水道係で実施してい

・補助金の利用は一
住宅に一回限り
・｢八峰町環境にやさ
しい住まいづくり応援
事業｣(H21事業)によ
る補助金を受けてい
ないこと

秋田県
八峰町住宅リフォー
ム緊急支援事業

八峰町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内の建設業者等
③その他の
要件

町内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

③その他

下水道係で実施してい
る「下水道等接続工事
費等助成金」との併用可
能

ないこと
・平成22年度版「八
峰町住宅リフォーム
緊急支援事業」を利
用し、限度額30万円
の補助金を受けてい
ないこと
・町税等の滞納がな
いこと

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の１５％に
相当する額（上限３０万円）

秋田県
下水道等接続工事費
等助成金

八峰町 ⑥その他 下水道加入促進
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
排水設備指定工事店
に指定されている業
者

③その他の
要件

町内在住者で持ち家
住宅の排水設備工事
を実施する者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

③その他
「八峰町住宅リフォーム
緊急支援事業」との併用
可能

・補助金の利用は一
住宅に一回限り
･分担金を全納してい
ること

②工事費用に応じて決定

補助対象工事費の５％に
相当する額(上限は下記の
とおり)
・トイレのみ接続　3.5万円
・雑排水のみ接続　3.5万円
・トイレ及び雑排水接続　5万円

秋田県 環境浄化促進助成金 藤里町 ⑥その他
下水道事業の加入促進を
図るため、新たに下水道を
設備する者に対し助成する

①補助（診断士
派遣を含む）

配管延長、枡個
数、トイレ設置器
数、便槽解体の状
況に応じ算出

①住宅所有者（リ
フォーム工事発注
者）

・町条例に定める排
水設備指定工事店
で、かつ、町内に事
業所（営業所を含
む。）を有するか、藤
里町に住所を有する
者を常時雇用してい
る業者等

③その他の
要件

下水道の排水区域内
に在する土地の所有
者若しくは家屋所有者
が対象者となる。

特になし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

(3)の内容をポイント付けし
て算出した額

特になし

秋田県
五城目町住宅リフォ
－ム緊急支援事業

五城目町
⑤リフォーム促
進

補助で診断士の
派遣は含まない

②都道府県（市区
町村）内の事業者

・町内に店舗を有す
る建設業者等

③その他の
要件

町内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者

・一戸建ての住宅
・マンション等の共同住
宅（専有部分のみ）

③その他
・町の合併浄化槽の補
助を受ける住宅は不可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り、た
だし別の部分をリフォ
－ムした場合、合わ
せた額が上限以内は
可

②工事費用に応じて決定
補助対象工事費の５％に
相当する額（上限１０万円）

秋田県
井川町水洗化リ
フォーム補助金

井川町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の
要件

町内在住者で持ち家
住宅（親または子の住
宅を含む）を増改築・
リフォームする者

・一戸建ての住宅 ④要件なし
・補助金の利用は一
住宅、一回限り

③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

定額

秋田県
大潟村ひとり親家庭
等住宅整備資金貸付
規則

大潟村 ⑥その他
母子家庭及び父子家庭並
びに寡婦の福祉の増進

④融資(有利子）
年１％、非課税所
得者は無利子

⑤要件なし
③その他の
要件

母子家庭及び父子家
庭並びに寡婦の福祉
の増進

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 限度額１５０万円

秋田県
大潟村住宅整備福祉
資金貸付規則

大潟村 ⑥その他 母子家庭支援 ②融資（無利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

母子家庭 特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 限度額２００万円

秋田県
高齢者住宅等整備資
金融資

大潟村
②バリアフリー改
修

④融資(有利子）
年３％又は資金運
用部資金の貸付
利率の低い方

⑤要件なし
①高齢者・身
体障害者の
み

特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 限度額２００万円

秋田県
大潟村心身障害者居
室整備資金貸付規則

大潟村 ⑥その他 心身障害者支援 ④融資(有利子）
年３％又は資金運
用部資金の貸付
利率の低い方

⑤要件なし
③その他の
要件

心身障害者 特になし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 限度額２００万円

秋田県
大潟村住宅用太陽光
発電システム導入費
補助制度

大潟村
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

3万円/kw、上限15
万円

⑤要件なし
③その他の
要件

自ら居住する住宅に
設置する個人。国の
交付決定を受け電灯
契約をしている村民。

特になし
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国の住宅用太陽光発電
導入支援対策費補助金
の決定を受けた方。

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

3万円/kw、上限１５万円

秋田県
美郷町住宅リフォー
ム緊急支援事業

美郷町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内に事業所を有す
る法人、または町内
に住所を置く個人事
業主

④要件なし
自ら居住する町内の住
宅(持ち家）

④要件なし ②工事費用に応じて決定
工事費用の１０％（上限10
万円）
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地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
美郷町住宅用太陽光
発電システム設置費
補助事業

美郷町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内業者 ④要件なし
自ら居住する町内の住
宅

②ほかの補助事
業の利用を要件
としている

国の補助を受けた者
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

補助対象設備の設置にか
かる費用

１ｋｗあたり５万円
上限４ｋｗ

秋田県
美郷町木造住宅耐震
診断及び耐震改修補
助事業

美郷町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内業者 ④要件なし 町内の木造戸建て住宅 ④要件なし ②工事費用に応じて決定
耐震診断や耐震改修にか
かる費用

耐震診断にかかる費用の２
／３（上限５万円）
耐震改修にかかる費用の１
／３（上限６０万円）

秋田県
羽後町住宅リフォー
ム促進事業

羽後町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内に事業所又は住
所を有する法人又は
個人

③その他の
要件

・羽後町に住所登録
又は外国人登録をし
ており、かつ居住して
いること。
・本人及び同一世帯
に属する者が、町税
及び町諸収入金を滞
納していないこと。
・対象工事について、
町が実施している他
の制度による助成を
受けていないこと。
・平成22年度に本事
業を利用していない方
（ただし雪害による補
修等の場合を除く）

・対象者の主たる居住用
住宅

①ほかの補助事
業との併用は不
可

秋田県が行っている住
宅リフォーム緊急支援事
業との併用は可能

・補助金の申請は1
回限り

②工事費用に応じて決定

・対象工事経費が20万以上
50万未満の場合、20%に相
当する額
・対象工事経費が50万円以
上の場合は、定額5万円

秋田県
東成瀬村住宅リ
フォーム等促進事業

東成瀬村
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者

村内に事業所を有し
村の法人村民税が課
されている法人、また
は村内に住民登録し
ている個人事業主

③その他の
要件

村内に住民登録し、現
に居住しており、住宅
の所有者であること。
世帯全員が村税及び
村諸収入金を完納し
ていること。

村内に建築されている
一戸建て住宅で建築後
１年以上経過しているも
の。（併用住宅の場合は
住宅部分のみ）

③その他

村で実施している住宅
用太陽光発電システム
設置費補助金との併用
は不可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
リフォーム等工事にかかる
費用

・対象工事費が50万円から
200万円の場合は10%相当
額
・対象工事費が200万円を
超える場合は20%相当額か
ら20万円を引いた額（上限
30万円）

秋田県
東成瀬村子育て住宅
リフォーム等促進事
業

東成瀬村 ⑥その他
少子化対策、リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者

村内に事業所を有し
村の法人村民税が課
されている法人、また
は村内に住民登録し
ている個人事業主

③その他の
要件

村内に住民登録し、現
に居住しており、住宅
の所有者であること。
世帯全員が村税及び
村諸収入金を完納し
ていること。
世帯に18歳以下の子
ども及び妊婦がいるこ
と。

村内に建築されている
一戸建て住宅で建築後
１年以上経過しているも
の。（併用住宅の場合は
住宅部分のみ）

③その他

村で実施している住宅
用太陽光発電システム
設置費補助金との併用
は不可

・補助金の利用は一
住宅に一回限り

②工事費用に応じて決定
リフォーム等工事にかかる
費用

・対象工事費が50万円から
200万円の場合は上記で算
出した補助額に、その補助
額の10%相当額を加えた額
・対象工事費が200万円を
超える場合は2上記で算出
した補助額に、その補助額
の10%相当額を加えた額
（上限33万円）

東成瀬村住宅用太陽

村内に居住し、または
居住しようとする住宅
にシステムを設置する
者。
世帯全員が村税等を 個人により電灯契約さ

システムは未使用品
であること
太陽光普及拡大セン
ター定めた補助金の
交付規程の要件に

7万円に補助対象システム
秋田県

東成瀬村住宅用太陽
光発電システム設置
費補助金

東成瀬村
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

世帯全員が村税等を
滞納していないこと。
電灯契約を結んでい
る者。
過去にこの補助金の
交付を受けていない
者。

個人により電灯契約さ
れている建物で、住居と
して使用されるもの

④要件なし

交付規程の要件に
適合するもの又は補
助金の交付を行った
もの
電力会社と電灯契約
及び余剰電力の売
電契約を締結できる
もの

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

システムの最大出力に応じ
て

7万円に補助対象システム
の最大出力を乗じた額（上
限35万円）

秋田県
東成瀬村ペレットス
トーブ等導入促進補
助金

東成瀬村
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
③その他の
要件

村内住所を有する個
人又は村長が適当で
あると認める団体。
世帯全員が村税等を
滞納していないこと。
過去にこの補助金の
交付を受けていない
者。

村内に存ずる自ら居住
する住宅等

④要件なし
補助金の利用は一
住宅に一回限り

⑥その他 税抜き本体価格に応じて
税抜き本体価格の１／２相
当額（上限10万円）
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地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査結果
（平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （４）補助要件について （５）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 その他 A)支援対象

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択
肢から選択）
①高齢者・身
体障害者の
み
②低所得者
のみ
③その他の
要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助事
業との併用は不
可
②ほかの補助事
業の利用を要件
としている
③その他
④要件なし

備考

（工事内容、工事施
工者、実施住宅以外
の要件を記入して下
さい。）

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費
用に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考
備考 リフォーム実施住宅 補助率等都道府県名 補助名称

実施地方
公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

秋田県
東成瀬村老人居室整
備資金貸付

東成瀬村 ⑥その他 老人福祉の増進 ④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

村内に居住し60歳以
上の者と同居する者
で自力で整備を行うこ
とが困難な者

特になし ④要件なし
村内に居住する者か
ら2名の保証人が必
要

②工事費用に応じて決定
工事費用に応じて150万円
の範囲内で貸付

秋田県
東成瀬村ひとり親家
庭等住宅整備資金貸
付

東成瀬村 ⑥その他
母子・父子・寡婦家庭の福
祉の増進

④融資(有利子） ⑤要件なし
③その他の
要件

村内に居住し、現に扶
養する子のある配偶
者のない女子及び配
偶者のない男子で自
力で整備を行うことが
困難な者

特になし ④要件なし
村内に居住する者か
ら1名の保証人が必
要

②工事費用に応じて決定
工事費用に応じて150万円
の範囲内で貸付
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